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· 厚生労働省

・11月は「乳幼児突然死症候群（SIDS）」の対策強化月間です（10月25日）
１　乳幼児突然死症候群(SIDS)対策強化月間の趣旨

　厚生労働省は、平成１１年度から、１１月を乳幼児突然死症候群(SIDS)の対策強化月間と定め、SIDSに対する社会的関心を喚起するとともに、重点的な普及啓発活動を実施しています。
　平成２４年度も同様に、１１月の対策強化月間を中心に、関係行政機関、関係団体等においてさまざまな普及啓発活動を行うなど、SIDSの予防に関する取組の推進を図ります。

＜主な取組＞
・　①うつぶせ寝は避ける、②たばこはやめる、③できるだけ母乳で育てる
　　の３つの望ましい育児習慣等について、ポスターおよびリーフレットの活用による全国的な啓発活動。
・　「健やか親子２１」国民運動における全国的な啓発活動の展開。
・　「乳幼児突然死症候群(SIDS)診断ガイドライン（第２版）」(平成２４年１０月公表)の周知・普及。
・　関係行政機関、関係団体等を通じて、医療機関等に対し、「乳幼児突然死症候群(SIDS)診断ガイドライン（第２版）」の内容を参考とし、検案（死体について死亡の事実を医学的に確認すること）を行う際は、SIDSと虐待又は窒息事故とを鑑別するためにも、的確な対応を行うこと、必要に応じ保護者に対し乳幼児の解剖を受けるよう勧めることを依頼。

２　期　日
　平成２４年１１月１日（木）から１１月３０日（金）まで。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002mqh0.html
・平成24年度「児童虐待防止推進月間」の取組みについて（10月30日）

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002n0nn.html
· WAMネット

・平成23年度母子家庭等対策の実施状況（10月24日）
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002mfog-att/2r9852000002mfq6.pdf
· 警察庁

・犯罪統計資料（平成24年1月～9月）（10月9日）
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001041701&cycode=0
＊朝日新聞
・いじめ、半年で７万５千件　前年度１年分超す（10月1日）
　文部科学省が全国の小中高校を対象に実施した「いじめ」の緊急調査で、今年４月以降の約半年間に約７万５千件のいじめが報告されたことが分かった。このうち約２５０件は、繰り返し暴力をふるわれるなど生命や身体にかかわる重大ないじめという。

　緊急調査は、大津市立中学２年の男子生徒の自殺問題をきっかけに実施。都道府県・政令指定都市教委などに４月から９月２０日までの報告を求めていた。

　２０１１年度に全国の学校が把握したいじめの件数は７万２３１件。この半年分で、前年度１年分を超えたことになる。文科省は「いじめ問題への意識が高まり、把握が進んだためだろう」と見ている。

　１２自治体が未回答で、今後、件数は増えると見られる。文科省は今月中にも最終的な結果を公表する。重大事案については、各教委や学校がどう対応したかを個別に聞き取り、不適切な対応があれば指導している。

http://www.asahi.com/national/update/1001/TKY201210010353.html
・川崎市が虐待防止条例　神奈川県初、施行は来年４月
　児童虐待の防止を目的にした「川崎市子どもを虐待から守る条例」が３日、市議会本会議で可決、成立した。施行は来年４月から。市議会局によると、虐待防止を目的にした条例は県内で初めて。

　児童虐待防止法など既存の法律を補完する条例。

　虐待を受けている恐れのある子どもが市外に転出する際には、転出先の自治体に情報提供することなどを市に求めている。また、通告を受けて児童相談所が調査した結果、実際には虐待がなかった場合、心理的外傷などを受けた保護者や子どもに必要な支援をすることも明記した。

　区役所の体制強化や、虐待を早期発見できるよう関係機関との連携を十分図ることなども盛り込まれた。ただ、罰則はなく努力規定になっている。

　条例は自民、公明、民主、みんなの４会派で構成するプロジェクトチームが議員提案した。

　川崎市内在住で虐待を受け、児童相談所が保護したことのある男児が昨年４月、転出先の自治体で虐待死したことなどを受け、今春、議員の勉強会を立ち上げたという。メンバーの吉沢章子市議（自民）は「児童虐待の現場は慢性的な人手不足。努力規定が多いが、人材育成などに関する予算措置を講じるためにも今の時点での成立が必要だった」と話す。

　市の児童相談所が受けた児童虐待相談・通告件数は２０１１年度１３２０件で１０年度と比べ、２６％増えた。うち心理的虐待が４９％、身体的２７％、ネグレクトが２３％となっている。

◇ホットライン一本化　大切

ＮＰＯ法人子ども虐待ネグレクト防止ネットワークの山田不二子理事長の話

　通告不履行に罰則規定がないなど、法律を超えない条例の制定はあまり意味がない。川崎市は指定市なのだから、通告先をホットラインに一本化し、緊急度や重症度に応じて、事例を児童相談所や区、警察につなげていくというような取り組みができるのではないか。

◇里親支援の充実など評価

才村純・関西学院大教授（社会福祉学）の話

　虐待防止法は、国からの具体的な通知で補って運用されているのが現状。条例は、通知の内容を明文化している。たとえば虐待の未然予防のための施策や、里親支援の充実を具体的に盛り込んだことなど、法律と通知を一本化したことは評価できる。

http://www.asahi.com/edu/news/TKY201210040270.html
・「いじり」「ノリでやった」／川西いじめ（10月17日）
　川西市の県立高校２年の男子生徒（１７）が自殺した問題で、１学期に男子生徒をいじめていたとされる同級生から高校が聞き取りをした結果などを県教委が文書で開示した。生徒らは男子生徒を「虫」と呼んだことを認める一方、「（いじめではなく）いじりと思っている」「ノリでやった」などと答えていた。

　文書は朝日新聞の情報公開請求に応じて開示された。学校側が男子生徒の両親に対し、１５日に独自に開示した文書とほぼ同じ内容。プライバシーに配慮するとして、９月６日に２年生２７５人全員に実施したアンケートの回答は打ち直されてまとめられており、クラスや氏名は黒塗りされていた。
　開示文書によると、男子生徒をいじめたとされる生徒３人は、高校の聞き取りに対して、「虫」と呼んだことは「ちょっと楽しんでいた。盛り上がるから」、「エキスがついた」と言い始めたのは「見た目が嫌いだったから」、「虫を食べさせようとしたことはない」などと答えていた。
　いじめの認識については、１人は「むかつく相手でも嫌いな相手でもなかった。ノリでやったみたいな、楽しいかなみたいな感覚」、別の１人は「いじめは『金銭と暴力』のことで、それ以外はいじり」などと答えていた。
　また、３人は男子生徒のメールアドレスは知らず、メールを送ったことはないと答えていた。
　高校はこれまで、３人を含む生徒らの聞き取りやアンケート結果から、（１）男子生徒を「虫」と呼んだ（２）生徒を別の生徒に押しつけ「エキスがつく」と言った（３）生徒のいすの下にいた虫をさして「ムシ」と言った（４）生徒のいすの上に蛾（が）の死骸を置いた――の４点をいじめと判断したと説明している。ただ、自殺との関連については「判断できない。全く関連性がなかったとも言い切れない」としていた。
　両親にも同様の文書が県教委から改めて開示されるとみられるが、両親は、打ち直された文書ではなく、生徒らの直筆の原本を公開しなければ「信用できない」と話しており、異議申し立てをする考えという。

http://mytown.asahi.com/hyogo/news.php?k_id=29000001210170005
・「いじめ被害ある」２９００人、奈良県教委調査（10月20日）
　奈良県教委は１９日、県内すべての中学・高校などの全生徒を対象に実施した緊急アンケートの結果を発表した。３．６６％にあたる２９０３人が４月以降に「いじめられたことがある」とし、うち９８２人は「今もいじめられている」と答えた。県教委は「早急に解消したい」としている。

　大津市のいじめ自殺事件を受け、８月下旬～９月上旬、国公私立の１８３校の８万２３７０人に無記名で実施。約９６％にあたる７万９２７４人が回答した。

　「いじめられたことがある」と答えたのは、中学校２３３０人、高校５５５人、特別支援学校１８人。

　内容は「悪口や嫌なことを言われる」（６６．７％）が最も多く、「仲間外れや、集団で無視」（３４．６％）、「遊ぶふりをしてたたく、蹴る」（２６．９％）が続いた。「まわりでいじめられた人がいる」と回答した生徒の割合は、中学校で１１．２６％、高校で３．３１％にのぼった。

　文部科学省の指示を受け、各市町村教委が同時期にアンケートや面談などで実施した別のいじめ把握調査の結果も公表し、４月以降の公立小学校のいじめ件数は４３０９件にのぼった。「児童・生徒の生命、身体の安全がおびやかされる恐れがある重大な事案」が公立で５件（小学校１件、中学校３件、高校１件）あり、県教委は警察に相談したり、スクールカウンセラーを派遣したりするなどの対応を取るという。

　県教委が９月に発表した昨年度の児童・生徒の「問題行動」調査では、県内の公立校が１年間に把握したいじめ件数は２７２件（小学校１０２件、中学校１４２件、高校２８件）で、今回の結果と大きな差があった。生徒指導支援室の沼田守弘室長は「子どもが『いじめ』と考えれば、それは『いじめ』。学校も考え方を改める必要がある。子どもたちがいじめを口にしないケースもあり、言いやすい環境作りにも取り組まなくてはいけない」と話す。

http://www.asahi.com/edu/news/OSK201210200064.html
・「いじめ受けた」４人に１人　（10月24日）
◆米子市教委　アンケート

　学校でいじめを受けたことが「ある」と答えた児童、生徒が約４人に１人に上ったことが、米子市教委が昨年、小学５年生と中学２年生を対象に実施したアンケートでわかった。

　市教委が今年度から１０年間の市教育振興基本計画を策定するにあたり、昨年５月から６月にかけて実施。市内の複数の小、中学校を抽出し、小学５年生と中学２年生の計６７０人に、学校生活や睡眠時間、悩み相談の相手、地域の大人との接し方など２５問を聞いた。６５４人が回答し、回収率は９７・６％。

　学校でいじめを受けたことについて「ある」が２４・４％。「ない」が７３・７％。悩みや困ったことは、主に誰に相談するか（複数回答）については、母親５３・１％、友だち４５・１％、父親２３・９％の順で、「相談しない」は２０・２％だった。

　また、住んでいる地域で、「大人が自分を見守ってくれていると感じるか」については、「感じる」が３１・５％、「時々感じる」が３０・９％。地域の大人との接し方について、８割が「出会った時はあいさつをしている」と答えた。ただ、地域の大人に望むことには、「特に望むことはない」が４８・８％と半数近くを占め、「困った時は相談に乗ってほしい」は１０・１％しかなかった。

http://mytown.asahi.com/tottori/news.php?k_id=32000001210240001
・いじめの７割「悪口や脅し文句」　都教委が発表（10月25日）
　東京都教育委員会は２５日、都内の全公立学校２１８４校で７月に確認されたいじめ３５３５件について、７割以上が悪口など口頭によるいじめに該当したとする分類結果を発表した。都教委は「言葉による暴力は把握しづらいが、定期的に調査し、いじめの芽を摘んでいきたい」としている。

　７月に各校で児童・生徒にアンケートして把握したいじめについて、各校が９月、九つの選択肢のうち当てはまる項目を回答（複数可）した。多い順に（１）「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句」２６６４件（２）「軽くぶつかられる。遊ぶふりをしてたたかれたり、蹴られたりする」８８３件（３）「仲間はずれや無視される」６９８件（４）「パソコンや携帯電話などで嫌なことをされる」１１３件だった。

　一方、７月の調査で「いじめの疑いがある」とされた７９７２件について、各校が児童や生徒への聞き取りによる追加調査をした結果、このうち３１０２件が「いじめ」に該当すると判断された。

　９月下旬に品川区立中の男子生徒（１２）が自殺した問題は、中学校が７月の調査時に「生徒への嫌がらせは解決した」と判断していたため、今回は対象に含まれていない。一連の調査は、大津市立中の生徒が昨秋に自殺した問題を受けて実施した。

http://www.asahi.com/national/update/1025/TKY201210250185.html
＊毎日新聞
・社説:広島・小５虐待死　社会全体で支えよう（10月7日）

　親から虐待を受けた児童を家庭に帰すのは親子関係を再構築する第一歩だが、それで問題が解決するわけではない。再発リスクは高いといわれており、児童相談所だけでなく、市町村や学校、地域など社会全体で支えていく必要がある。
　そう痛感させられたのが、広島県府中町で小学５年生の長女（１１）を暴行して死なせたとして２８歳の母親が逮捕された事件だ。児童養護施設を退所した長女が再び母親と同居を始めて１年半後の今月１日、母親は練習用のゴルフクラブなどで長女の頭を殴り死なせたという。

　長女は小学１年生の時、祖母と母親による虐待の恐れがあるとの学校からの通報で施設に入った。県西部こども家庭センター（児相）が８回の面会や３カ月間の一時帰宅などで経過を観察し、長女も自宅に戻る意思を示したという。児相は「母子関係に問題はない」と判断し、昨年３月に入所措置を解除した。

　児相は長女を母親の元に帰す際、転居先の府中町に虐待があったことを電話で連絡したが、その後の対応は町の判断に任せるとして、経過報告を求めなかった。町の担当者は深刻なケースと受け止めず、上司に報告しなかった。長女の転校先の学校にも情報は伝わらなかった。

　厚生労働省は、虐待された児童が家庭に復帰した後の数カ月間は特に注意が必要だとして、児相や学校など関係機関の十分な連携を求めている。手引書でも、児童福祉司の指導は少なくとも６カ月間程度必要と定めている。

　広島県西部こども家庭センターでは昨年度、虐待を受けた児童が施設を退所したケースが１７件あり、いずれも地元市町の要保護児童対策地域協議会に引き継ぐなど支援を継続したという。県は今年４月から、そういうケースでは、児相が市町に文書で引き継ぎ、見守りを継続することを義務づける運用を始めた。今回は、なぜ関係機関による支援が続かなかったのか。その経緯は詳しく検証し、改善策を見いだすべきだ。

　全国の児相が１１年度に受けた虐待相談は５万９８６２件（速報値）で過去最多となり、児童虐待防止法が成立した００年度の３．３倍に上る。児相の立ち入り調査強化、全ての国民の通報義務、虐待する親の親権の一時停止などで制度を見直してきたが、相談の急増に児童福祉司の絶対数が足りない。児相だけでの対応は限界に来ている。

http://mainichi.jp/opinion/news/20121007k0000m070107000c.html
・いじめ:防止へ、専門家らがプロジェクトチーム（10月5日）
　専門家らが子供のいじめ防止を目指す「ストップいじめ！プロジェクトチーム」が５日、文部科学省内で結成会見を開いた。いじめを「一生をも大きく左右しかねない重大な危機」とし、対策のウェブサイトを開設したり、自治体や研究者と連携したりして、いじめが起きにくい学校作りの提言も検討する。

　代表を務める評論家・荻上（おぎうえ）チキさん、ＮＰＯ法人自殺対策支援センター・ライフリンク代表の清水康之さんのほか、弁護士や子供向け電話相談員ら１３人が参加している。

　いじめ対策ポータルサイト「ストップいじめ！ナビ」（ｈｔｔｐ：／／ｓｔｏｐｉｊｉｍｅ．ｊｐ）を８日に開設。相談の窓口を簡単に探せる検索ページを設け、窓口ごとに電話番号や対応時間などを整理した。いじめられた子が気持ちを整理し、事実関係を記録する専用メモやいじめに気づくための保護者用チェックシートも閲覧できる。荻上さんは「行政はいろいろ作っているが知られていないことが多い。活用できるよう情報発信したい」と話した。
http://mainichi.jp/select/news/20121006k0000m040062000c.html
（関連情報・P.11「ストップいじめ！ナビ」）

・自殺予防教育:小中高教諭、「困難」８５％　理由「知識、経験ない」（10月9日）

　いじめなどを苦にした子どもの自殺が相次ぐ中、授業などで命の大切さやストレスへの向き合い方などを学ぶ「自殺予防教育」への関心が高まっているが、小・中・高校の教諭の６７％が自殺予防教育の必要性を感じているものの、実施には全体の８５％が「困難がある」と考えていることが、兵庫教育大の新井肇教授らのチームの調査で分かった。自殺をテーマに子どもと向き合うことに対する教師の不安が、改めて浮き彫りになった形だ。

　調査は、新井教授の他、阪中順子・四天王寺学園小学校教諭（大阪府）、古谷大輔・厚木市立藤塚中学校教諭（神奈川県）によるチームが、１０年７月から８月にかけて、近畿地方の公立小・中・高校などの教員５１７人を対象に実施した。

　自殺予防教育の実施が「困難」と回答した教諭に理由を聞くと「知識や経験を持つ教員が少ない」が７２％で最も多く、次いで▽死別体験がある子への配慮が難しい（５０％）▽カリキュラムや指導案がない（４８％）▽指導に関して教員の共通認識を持つのが難しい（４４％）−−の順だった。「寝た子を起こすことにつながる」として、自殺の誘発を恐れる声も１８％あった。

　文科省の「児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議」メンバーでもある阪中さんは「教師が自殺をタブー視せず、自殺予防の正しい知識と理解を持つことが大切。その上で教員と養護教諭やスクールカウンセラーらが協働するなど、教員の不安を和らげる体制作りが必要だ」と指摘している。

http://mainichi.jp/area/news/20121009ddn012100042000c.htmlhttp://mainichi.jp/area/news/20121009ddn012100042000c.html
・社説:子どもの貧困　政治は冷たすぎないか（10月10日）
　親の失業や経済困窮から授業料が払えず、やむなく中退する高校生や大学生が後を絶たない。義務教育でも給食費や学用品費が払えない児童生徒が増えており、市町村が実施する就学援助を受ける小中学生は全国で１５７万人に上る。調査開始時（９５年度）の約２倍で、小中学生全体の１６％を占めるに至った。

　深刻なのは、自治体によって差が大きく、援助が必要なのに受けられていない子が相当数に上ることだ。生活保護受給世帯の子への援助は国から補助金が出るが、それに準ずる世帯の子については国が税源移譲して補助金が廃止されたため市町村の裁量に委ねられている。

　ユニセフが今年発表した子どもの貧困についての国際比較によると、先進２０カ国の中で日本は貧困率が４番目に高かった。日本より上はアメリカ、スペイン、イタリアだけ。北欧諸国に比べると日本の貧困率は約３倍という高さだ。

　意外に思う人もいるだろう。不況とはいえ日本で子どもの餓死や凍死なんて聞かないじゃないか、と。ユニセフの調査は「相対的貧困率」と呼ばれるもので、その国の標準的所得の半分以下の世帯の割合と定義されている。人々がある社会の中で生活するためには、その社会における「ふつう」の生活からかけ離れていないことが必要との考えによる。

　修学旅行に一人だけ行けない、まともな食事が学校の給食だけ、ふろに何日も入れない……という状況は現在の日本の社会的水準からかけ離れ、いじめや排除の対象になりやすいというのだ。学校に通えないとよい仕事に就くチャンスが少なくなり、お金がなければ健康にも悪影響が出る。そんなアリ地獄が貧困の連鎖を生んでいる。

　社会保障はそのためにある。税や保険料を国民から集めて必要な人に年金や生活保護として給付する再分配機能によって、困窮者の生活は支えられているのだ。ところが、日本の子どもの貧困率は再分配をした後でさらに悪化する状態が続いていた。子育て世帯は納めている税や保険料の額ほどには給付が得られなかったのである。最近になってようやく改善されたが、子ども手当をめぐる混乱の中で再び悪化が懸念されている。

http://mainichi.jp/opinion/news/20121010k0000m070131000c.html
・文科省:保護者の学校参加促進　いじめ対応、教委改革へ一歩（10月11日）
　文部科学省は、保護者や地域住民が積極的に学校運営に参加する新たな制度の検討を始めた。保護者らの学校運営参加は現在、教員の人事などに進言もできる「コミュニティ・スクール」（ＣＳ）の形で制度化されているが、教委・学校が導入をためらい広がっていない。同省はＣＳの権限を緩めた「準ＣＳ」制度を想定。学校運営の保護者関与を広げることで、いじめや子供の自殺など問題が発生した場合、学校や教委が隠蔽（いんぺい）せず早めに対処する効果を見込んでいる。

　ＣＳは、保護者や地域住民がメンバーとなる学校運営協議会が各校の予算や教育目標を承認する。地方教育行政法に基づく合議制の機関で、教委が任命する。学校に「協力する役割」のＰＴＡよりもＣＳは強い権限で学校運営に関わるため今年４月現在、全国の公立小中学校のうち１１８３校（約４％）しか導入していない。

　文科省は、省内に設けた検討会で、ＣＳの権限を緩めた「準ＣＳ」を考案。人事などには関与せず校内運営に限定することで、保護者や地域住民が積極的に学校運営に参加しやすくする。さらに、準ＣＳに教育委員会が持つ予算などの権限を委譲する一方、全国の自治体に広く準ＣＳ設置が進んだ段階で、教委制度の具体的な見直し作業を進める方針だ。

　民主党は、すべての公立校に保護者や地域住民で組織する「学校理事会」を設置し、教員の人事権などを教委から委譲するとしている。教委は学校理事会を監視する役目に縮小する方針を示している。

http://mainichi.jp/feature/news/20121011ddm001100040000c.html
・社説:ディスレクシア　スピルバーグ氏の「伝言」（10月13日）
　「め」と「ぬ」の区別ができない、黒板の文字を書き写せない、行を飛ばして読んでしまう……。ほかの学力は普通なのに読み書きだけが苦手な子どもがいる。ディスレクシア、日本語では読字障害などという。先天的な脳の中枢神経に問題のある学習障害の一つだ。

　映画監督のスティーブン・スピルバーグ氏がディスレクシアであることを明らかにした。「Ｅ・Ｔ・」「ジョーズ」「シンドラーのリスト」などの名作を生んできた天才監督である。読み書きが苦手で、中学生のころいじめにあい、卒業も２年遅れたという。診断されたのは５年前。今も台本を読むのに普通の人の２倍の時間がかかるという。

　英語圏での発生率は１０％以上といい、俳優のトム・クルーズ、キアヌ・リーブス、オーランド・ブルーム各氏らも自らディスレクシアであることを公表している。学校や図書館での支援が充実している国もある。

　日本での発生率は５％前後ともいうが一般的には知られていない。東京都内に住む２７歳の男性は子どものころから文字や数字だけがぼやけて見え、画数の多い漢字が書けなかった。原稿用紙のマスからはみ出し、表面につやのある再生紙だと光に目が奪われてさらに読めない。勉強はできたが、ノートが取れないため高校で行き詰まり、転校を繰り返した末に不登校になった。

　アルバイト先では作業手順書が読めず、客の注文を書き留められない。ふざけていると思われ「何やってんだ」と叱られてきた。２１歳のころ学習障害を支援する団体と巡り合い、ようやく謎が解けたという。今では文字を拡大するパソコンソフトを使って読み書きを補い、同じ障害の子の学習支援や啓発活動を行っている。「なぜ自分だけ読み書きが苦手なのかわからず、不安と孤独に苦しんでいる子は多いはず」という。

　何を病気や障害とするのかは、社会の価値観や医療・生活関連技術の進歩とも深い関係がある。現在、アメリカ精神医学会のＤＳＭ（精神疾患の診断・統計マニュアル）の改定作業が進められているが、過去には「同性愛」が疾病とされており、現在は「喫煙」が疾病リストに掲載されている。また、持って生まれた特性や努力だけでなく、周囲の理解や環境も人生を大きく左右する。

http://mainichi.jp/opinion/news/20121013k0000m070125000c.html
・いじめ:サイン、見逃すな　物品紛失、奇異な行動／被害知る親は３割／証拠保管して
（10月16日）

　大津市立中学２年の男子生徒（当時１３歳）が自殺してから、１１日で１年が過ぎた。いじめと自殺の関連が取りざたされ、全国で警察に被害届が相次いで出されるなど子どものいじめがクローズアップされている。もしわが子がいじめられていたら、他の子をいじめていたら、どんなサインに気付けばいいのだろうか。【反橋希美】

　「私は最低な親でした」−−。大阪府内の女性（５８）は、長男（２９）が小学校でいじめに苦しんだ時の対応を後悔している。

　いじめは幼稚園の時に始まった。同級生から暴言や暴力を受け、歩道から車道に突き飛ばされることもあった。小学校に入ってからは蹴られたのか、ランドセルに絶えず足形が付いていた。ノートが破られたりなくなったりするのも日常茶飯事。学年が上がってもいじめは続いた。

　女性が担任や加害生徒の親に被害を訴えても、「子ども同士のじゃれ合い」などと真剣に対応してもらえなかった。長男は４年生ごろから「学校に行きたくない」と言い始めたが、女性は初め「いじめる子が嫌だったら避けたらいい」「がんばれ」と励まし、車で学校に連れて行った。

　小学６年で不登校になるころには人と目を合わせられないなどの症状も出た。中学以降も学校になじめず、今も他人とかかわるのが苦手だ。女性は「学校に通わせる以外の選択肢を思いつかなかった。もっと気持ちを受け止めてやれればよかった」と振り返る。

　　　　＊

　いじめは親から見えにくい。文部科学省が先月発表した小中高生の「問題行動調査」（１１年度）では、いじめ被害を保護者などの家族に相談した子は全体の３１％にすぎなかった。いじめの問題に詳しい大阪樟蔭女子大前学長の森田洋司さん（教育社会学）は「いじめられている子どもは、屈辱感や『自分に弱い部分があるのでは』という自責の念に苦しんでいることが多い。信頼関係を築いている親子でも相談するのは難しい」と言う。

http://mainichi.jp/feature/news/20121016ddm013100040000c.html
・社説:児童養護施設　この子らも忘れるな(10月25日)

　親から虐待された子が、保護された施設でまた虐待される。こんな理不尽が許されてはいけない。

　津市の児童養護施設で女性職員４人が保護されている子の頭を殴ったり椅子に縛ったりする暴力を繰り返していたとして三重県が立ち入り調査を行った。厚生労働省によれば児童福祉施設での虐待が１１年度だけで計４６件あった。千葉県船橋市の児童養護施設「恩寵（おんちょう）園」で園長や職員らが保護された子どもたちに対する傷害や強制わいせつなどで逮捕され実刑判決を受けてから１１年。国は児童福祉法を改正して「施設内虐待」を明文化し、専門職の配置に加算を付けるなどの対策をしてきたが、改善はまだ道半ばだ。

　児童養護施設は現在５７９カ所あり計約３万人の子どもたちが暮らしている。半数以上が被虐待児だ。また、２０人以上の集団で暮らす施設が大多数で、雑居部屋が多く、子ども同士のいじめも深刻だ。配置基準は原則子ども６人に対して職員１人で、諸外国の水準に比べて著しく低い。虐待やいじめが後を絶たないのは、個々の職員の資質だけでなく劣悪な居住環境や人手不足も遠因となっている。

　厚労省は大規模施設での集団処遇から、小規模で家庭的な養護を進める方針を示し、来年度概算要求にグループホームや施設の小規模化のための整備費を盛り込んだ。ただ、小規模なユニット制にすると職員数はさらに増やさなければならない。施設を出た子のケアの必要性も指摘されている。建物を小さくするだけでなく、職員配置基準の抜本的な見直しがいる。虐待の後遺症がある子や発達障害の子のケアには専門性の高い職員も必要だ。子ども・子育て新システムでは消費増税にあわせて７０００億円の財源を投じて保育サービスを拡充するが、施設で暮らす子のことも忘れないでもらいたい。

　児童養護施設は戦災孤児保護のため戦後間もなく孤児院から名称変更された。浮浪化した孤児たちが警察官らから家畜のようにトラックに詰め込まれ留置施設に運ばれる様子を米国の歴史家ジョン・ダワー氏が著書「敗北を抱きしめて」で記している。子どもらは「一匹、二匹」と数えられ、体罰を受け、逃亡を防ぐため裸のままにされた男児もいたという。さらに作家の大佛次郎の著述を引用し「実は、日本人は他人への愛情に欠ける国民であるというのが、彼（大佛）の結論であった」と述べる。

　そんなことはないと否定できるだろうか。親のない子、虐待されて傷ついた子らが雑居部屋で暮らし、さらに職員に虐待されるケースが今もある現実から、目をそむけるべきではない。

http://mainichi.jp/opinion/news/20121025k0000m070071000c.html
・いじめ:疑い例、４割が　中学、中等教育校は４８％−−都教委、全公立校調査　／東京

（10月26日）
　都教委は２５日、７月に判明した都内全公立校（２１８４校）でのいじめの疑い事例のうち、４割にあたる３１０２件がいじめだったとする独自の調査結果をまとめた。いじめと認知された３５３５件に匹敵する数のいじめの存在が初めて明らかになった。

　調査は９月中旬に実施。７月の緊急調査でいじめの認知件数の他に、初めて▽悪口を言われたり暴力を振るわれたりする▽メールや掲示板で悪口や個人情報を書かれる▽持ち物を隠される▽無視や仲間はずれに遭う−−などの「疑い例」の報告も求めたところ、７９７２件の報告があった。

　都教委はこれらがいじめであるかを各学校に追跡調査させた。その結果、疑い例のうち３９％の３１０２件がいじめだったことが判明。特に中学校と中高一貫教育の中等教育学校では２８８０件のうち、４８％にあたる１３７９件がいじめと断定された。また、小学校でも４２０５件のうち、３９％の１６３２件がいじめだった。

　これらの各校の対応については、６２％の１９４０件は「解決済み」としたが、３４％の１０５２件は「解決に向かっているが対応を継続中」、１１０件は「指導を継続中」だという。

http://mainichi.jp/area/tokyo/news/20121026ddlk13100155000c.html
＊読売新聞

・シリーズ　いじめと向き合う

（1） 勝手な理由で正当化（10月25日）

大津市で中学２年の男子生徒（当時１３歳）がいじめを受けて自殺したが、同様の事件は過去、何度も繰り返されている。

　いじめはなぜ起き、どうすれば防げるのか。「いじめた経験がある」という社会人２人（２４歳、２２歳）、高１、中２の４人に話を聞くと、理不尽な行為を自分勝手な理由で正当化する姿が浮かび上がってきた。

　――どんないじめをしたのか。

　中２　友だちと一緒に一人を殴ったり蹴ったりした。

　高１　おとなしい生徒に飲み終えたペットボトルをぶつけ、拾わせてゴミ箱に入れさせたりする。体格がいい生徒には、肩にパンチをする。

　２２歳　中学の時、車道で度胸試しの危険なゲームをやらせたこともある。

　２４歳　中学時代、野球部で同級生の頭や体に軟式ボールをぶつけたりした。

　一般社会では暴行、傷害や強要などの犯罪行為になることでも、学校の中では「いじめ」としてEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps24 \o\ad(\s\up 11(わいしょう),矮小)化されることが多い。
　――なぜいじめたのか。

　中２　嫌いな先生の授業を受けるとイライラするのでそのはけ口。友だちと一緒にいじめると、部活で同じ目標に向かって頑張っている時のような一体感がある。

　高１　学校は退屈、暇つぶしの部分はある。

　２２歳　リーダーになりたかった。勉強や部活で１番になるのは大変だが、力を使えば簡単にリーダーになれる。

　２４歳　他人の嫌がる顔や痛がる顔を見るのが好き。見ている周囲の人間も笑っている。

　――相手の気持ちを考えたことはなかったのか。

　２２歳　当時はなかったが、今、思えば、最低だった。

　動機はいずれも身勝手なものばかり。いじめを３０年以上研究している森田洋司・大阪樟蔭女子大学前学長（教育社会学）は、「４人のケースは、『自分を肯定したい』『存在の証しを示したい』という欲求が負の形で出たもの」と指摘する。
　「いじめでは、周りではやしたてる『観衆』、黙認する『傍観者』も重要な役割を演じる。観衆や傍観者がいることで、いじめっ子は『認められた』と勘違いし、いじめが加速するのです」（森田氏）
　――いじめを思いとどまるのはどんな時だろうか。

　中２　告げ口されると、二度とそんな気が起きないよう殴ったりするが、それでも告げ口され続けると手を引く。

　２４歳　先生に怒られるのは慣れっこだが、面倒くさくなる。面倒くさいのはいや。

　――ほかにはどうか。

　中２　中１でサッカー部にいた時は、忙しくて暇がなかったし、問題を起こして試合を出場停止になるのもいやだったので気持ちを抑えた。

　高１　高校では、教師が停学や退学といった力を使ってくるのでやりにくい。

　２２歳　「こいつは人気者になりたいだけ」と、大勢の前で心の奥底を見透かされると、気恥ずかしくなり、その気が起きなくなる。

　優位にある者が力を乱用するといじめにつながる。相手の痛みに対する想像力に欠ける彼らにどう対応したらいいのか。森田氏は語る。
　「やめさせるには、力の不均衡をひっくり返す必要がある。いじめられる側が教師の力を借りやすく、学級全体がいじめを白眼視するような環境作りが有効です。さらに、子どものエネルギーや認めてほしいという欲求を、運動や勉強など健全な方向に導くことが、本質的な解決には欠かせません」（聞き手・小寺以作）
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最近は「ネットいじめ」も
　今回話を聞いた４人はいずれも男性で、いじめも暴力的なものが多かった。

　文部科学省は、いじめの定義を「一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」としている。いじめられた側の気持ちを重視した内容だ。

　いじめには、冷やかしやからかいなど言葉による攻撃や、仲間外れなども含まれる。最近は、パソコンや携帯電話を使いインターネット上でEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps24 \o\ad(\s\up 11(ひぼう),誹謗)中傷したり、恥ずかしい画像や動画を公開したりする「ネットいじめ」も問題になっている。

　金品をたかったり、集団で暴行することもいじめとされることが多いが、戸田有一・大阪教育大学教授は「明らかに犯罪であり、区別すべきだ」と指摘する
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20121018-OYT8T00251.htm
（2） 教師の対応で助長も（10月26日）

　いじめた経験者の話を聞くと、教師との人間関係によって、いじめの抑止と加速、どちらにも転ぶ可能性があることが見えてくる。

　――先生はどう対応したか。

　中２　加害者と名指しされ、三者面談で追及された。「軽いけんかはあった」と認め、親と一緒に謝ったらそれで終わり。先生は被害者を守るため名前を出せないので、それ以上追及できない。同級生を殴った時も、自分でアザを作り、やられたふりをしたら、けんか両成敗になった。

　２２歳　中学の時、先生が（いじめる側に）こびを売っていると感じた。たばこ部屋を作ってくれたし、目の前で同級生を殴っても、「やめろやめろ」と軽く注意するだけだった。

　２４歳　先生も、いじめられるタイプを嫌いだと思う。小学校の時、性格が暗くてターゲットになっていた女の子には、先生もいらいらしていた。

　悪知恵を働かせてうまく言い逃れるなど、教師を手玉に取っている様子がうかがわれる。教師の側の対応も、必ずしも十分ではなかったようだ。現役教師にいじめ対策を指導する奈良教育大学の池島EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps24 \o\ad(\s\up 11(とくひろ),徳大)教授は「教師が自己流で対処すると、かえって事態をこじらせることもある」と指摘する。
　――いい先生はいなかったのか。

　２４歳　中学時代にコンビニで万引きしたら、学校に通報が行って担任が迎えに来てくれた。帰りに一緒にラーメンを食べながら、話を聞いてくれた。大半の教師は上辺だけの会話で、自分を避けているような感じだったので、胸がきゅんと来た。その先生がいた時は学校が楽しく、いじめる気は起きなかった。

　高１　中３の担任が、誰にでも声をかけてくれたので、こちらも本音で話せた。その先生には迷惑をかけたくなかったので、衝動を抑えた。でも、高校で嫌いな先生に当たり、ストレスを同級生にぶつけている。

　

　池島教授は解説する。「日本の教育は、集団行動を重視する傾向が強い。このため、いじめの加害者だけでなく被害者までも『和を乱す存在』として否定的に見てしまい、いじめを助長する可能性がある。こうした生徒には、特に時間をかけて信頼関係を築くという発想が大切だ」（聞き手・小寺以作）

　メモ　『いじめ　教室の病い』では、教室の相互作用として、「子ども間単純作用型」も挙げている。子どものいじめ世界に教師が入り込めておらず、情報が入ってこない場合などで、初期に見られるタイプという。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20121019-OYT8T00505.htm
（３）「学校が守る」に憤り（10月27日）
大学２年のＡさんは２８歳。同級生どころか上級生も年下だが、大学の行事を通して仲良くなり、軽口をたたけるようになった。だが、時折、順調に進学して大学生活を楽しむ彼らの姿がまぶしく見え、複雑な気持ちになるという。

　Ａさんがいじめられたのは中学２年の時だった。１学期、別のクラスの男子生徒に、廊下ですれ違いざまに背中をたたかれた。怒りを抑えたら、顔を合わせるたびに嫌がらせをされるように。夏休みにストレスで入院し、２学期に担任に相談した。

　担任は男子生徒を廊下に呼び出して注意したが、翌朝、男子生徒は取り巻きを連れて教室に現れた。Ａさんはどう喝され、いきなり傘で頭や背中を殴られた。さらに、靴置き場に連れて行かれ、傘を１本持たされて「決闘」を申し込まれた。殺気を感じ、「先に突き殺すしかない」と思ったが、悲しむ両親の顔が浮かび、無抵抗を貫いた。

　警察に被害届を提出すると、学校では教頭が待っていた。「話は聞いた。君は悪くない。学校は全力で君を守る」

　その言葉にＡさんは憤りを覚えた。何を今さら。悪くないのになぜ、こんな目に遭うのか。「自分の身は自分で守るしかない」と決意し、部活以外は、家に引きこもった。

　「いじめを受けた後、教師の不用意な発言によって二重に傷つき、引きこもるケースは多い」と、東京福祉大学の小谷川元一准教授。「守ってやる」という言葉は子どもに無力感を与える。大切なのは一緒に解決しようという姿勢だという。
　Ａさんは、進学した定時制高校でも休みがちになり、一時は大学進学も断念。だが、アルバイト先で後輩の解雇に抗議したことで自分も解雇され、「法律を知らなかったら、社会でもやられっぱなし」と一念発起した。６年かけて定時制を卒業、５浪の末に大学進学を果たした。

　初対面の人に話しかけるのは苦手だが、今では友だちが増えた。中学時代の話になると感情がこみ上げてくることがあるが、それでも、遠回りの末に学校に戻ってこられたことに幸せを感じるという。

　将来の夢は研究者だが、中学高校の教員免許を取得し、経験者としていじめの被害者を支援する道も探っている。

　小谷川准教授は語る。「復帰には引きこもった倍の年数がかかる。自己実現を果たし、思い出話にできた段階で心の傷はある程度、癒えたと言えるが、それには根気強く見守り、刺激を与えてくれる大人の支援が必要だ」（小寺以作）

◇

　メモ　文部科学省の２０１１年度調査によると、不登校になった児童生徒は、小学校２万２６２２人、中学校９万４８３６人。このうち、原因がいじめとみられるものは、小学校３５９人（１．６％）、中学校２０１１人（２．１％）。教職員との人間関係とみられるものは、小学校７３７人（３．３％）、中学校１３９９人（１．５％）だった。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20121020-OYT8T00287.htm
（4） ネットの中傷　見えぬ敵（10月31日）

関東在住の専門学校１年の男性Ｂさん（２０）は、ネットを使ったコミュニケーションに底知れぬ怖さを感じている。

　「最近、調子に乗ってるよ」。高校２年の時、ネットに開設されたクラスの掲示板に、匿名で悪口を書き込まれた。もともとは情報交換の場だったが、やがて特定の級友を名指しした中傷が始まった。標的は２週間おきに変わっており、自分への攻撃もすぐに収まると思っていたが、具体的な理由を明かさないまま、悪口は何か月も続いた。

　先生に相談しても、犯人を突き止められず、クラスメート全員に「やめなさい」と注意するだけ。表現は「死ね」「学校やめろ」とエスカレートし、気がめいって掲示板を見ることができなくなった。

　教室では、無視や嫌がらせはなかった。それどころか、級友たちは「大丈夫？」と優しく気遣ってくれた。「もう見ていないから大丈夫」。気丈に振る舞ったら、見えない敵は次なる矢を放ってきた。

　自分のプロフィルサイト（プロフ）が改ざんされ、ありもしない万引きやけんかの自慢話を書き込まれた上、盗み撮られた写真まで掲載された。仲の良かった５人のメールアドレスから、「なんでまだ学校やめないの」と、心ないメッセージが次々と送られてきた。人間不信に陥り、彼らに乱暴な言葉を投げつけ、一人で行動するようになった。

　明治大学の内藤朝雄准教授（社会学）は、「いじめは、他人を完全に支配し、破壊することで全能感を得ようとして起きることが多い。ネットを使えば、加害者は透明のマントで身を隠し、被害者のダメージを確かめながら簡単に追い詰めることができる。被害者には、加害者が一人か大勢かも分からない」と解説する。
　Ｂさんは孤立したまま就職活動に臨んだが、結果は不合格。卒業生の多くが採用されている企業だったので、プロフの書き込みが影響したのではとの思いが頭を離れない。

　その後、ネットトラブルの専門機関に相談してプロフを削除し、嫌がらせメールを受信しない設定にしてもらった。メールは成りすましの可能性が高いことも教わり、卒業前に仲の良かった５人に、「避けてごめん」と謝罪した。彼らは、メールのことは知らなかったといい、許してはくれたが、溝を埋めることはできなかった。

　内藤准教授は語る。「今回のようなケースは、すぐに警察に相談して検挙してもらうべきだ。書き換えや成りすましは犯罪だと分からせる必要がある」（小寺以作、写真も）

　プロフィルサイト　インターネットの自己紹介の掲示板。氏名や顔写真、趣味を載せて友だち作りに使われる。中高生が、住所や電話番号など、詳細な個人情報を載せてトラブルに巻き込まれるケースも、最近は多発している。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20121024-OYT8T00210.htm
（5） 徹底調査で転校防ぐ（11月1日）

中部地方の高校に勤務する５０歳代の男性教師Ｃさんは、対応したいじめ事案を思い出すたびに、苦い気持ちがこみ上げてくる。

　「一緒にいると物がなくなる」。１年の男子生徒が、級友４、５人を名指しし、学校に被害を訴えたのは、何年も前のことだった。生徒指導主事と学年主任が、加害生徒を一人ひとり呼び出して事情を聞いたが、認めない。加害側の保護者は「なぜ犯人扱いなのか」とどなり込んできた。

　一方、被害生徒の話も曖昧で、核心を話そうとしない。決定的な証拠が得られないまま２か月がたち、被害生徒の保護者が転校を申し出る事態となった。

　「親が転校させたいというのなら仕方ない」。学校側はそんな雰囲気に包まれた。担当教員を集めた会合で、校長が「しょうがないね」と漏らし、生徒指導主事らがホッとした表情を見せた瞬間、Ｃさんの怒りが爆発した。

　「厄介事から解放されたと言わんばかりの態度だ。被害者が逃げるように転校するような学校には勤めたくない」

　Ｃさんには苦い経験があった。以前勤めていた高校で、２人の女子生徒が転校した。２人とも模範的な生徒で、転校の理由はいじめと見られたが、何に傷ついているか最後まで聞き出せなかったのだ。

　「もう一度調べたい」というＣさんの申し出を校長が了承。被害者の保護者も、転校をしばらく見合わせることに同意した。

　再調査が始まった。「仲間はずれにされているようだ」との周囲の生徒の証言を基に、加害生徒には、「目撃証言がある。真実を話さなければ停学だ」と迫った。その結果、加害生徒はあっさりといじめを認め、嫌がらせも止まった。

　被害生徒は保健室登校を経て教室に戻ってきた。Ｃさんは言う。「やり過ぎた面はあるかもしれない。だが、被害生徒の転校を防ぐために、ほかに手だてがなかった」

◇

　いじめに対応するには、教師が児童・生徒から事実関係を上手に聞き出す必要がある。

　生徒指導主事などの経験が豊富な竹内和雄・兵庫県立大学准教授（４７）は「それには、被害者と信頼関係が構築されていることが前提」と話す。被害者はすぐに事実を打ち明けないことが多いが、「君の許可がなければ、加害者に聞くことはしない」と話し、教師が勝手に行動しない保証を与えることが大事という。

　複数の加害者から聞き取る時は、口裏合わせを防ぐため、学校全体で態勢を組み家庭訪問を同時に行う。「基本的には加害者を犯人扱いせず、プライドを傷つけないように注意することが大切」と竹内准教授。ただし、すべてを校内で解決しようと考えてはならず、犯罪の疑いがあったら警察に通報するよう勧めている。（木村達矢、大広悠子）

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20121025-OYT8T00234.htm
（６）元警官が常駐　校内安定（11月2日）
授業時間中の中学校。初老の男性が廊下をゆっくりと歩き、生徒の様子や校内の備品に異常がないか素早く目を走らせる。

　男性は元警察官。現在はこの学校で生徒指導担当嘱託員を務める篠原堅次さん（６７）だ。トイレの中に誰もいないのを確認すると、「前はここで授業をさぼっている生徒がよくいたもんだ」と、にっこり笑った。

　篠原さんが常駐する群馬県高崎市立中尾中学校は、数年前まで、いわゆる「荒れた」学校だった。問題生徒による授業妨害や同級生への暴力は当たり前。子どもたちの心はすさび、いじめや不登校も多かった。困った市教委が、県警のスクールサポーターとして非行防止活動などに携わっていた篠原さんに協力を依頼。２０１０年４月から、嘱託員として同中に常駐することになった。

　廊下を巡回し、授業を抜け出した生徒を連れ戻したり、休み時間には、ケンカを始めた生徒の仲裁をしたりする。いじめがあると、生徒に経緯を聞き、指導することも。問題行動が多い生徒の情報は県警に随時提供し、深刻化する前に現職の警察官に指導してもらう。

　県警で刑事畑だった篠原さんは、生徒の顔色の変化を見逃さない。「朝、正門に立って、登校してくる生徒の様子がちょっと変だなと思うと、案の定、授業中に落ち着いていない」

　生徒にとって、警察が介入する可能性があるのは大きなプレッシャーのようだ。実際、篠原さんの就任後、校内の雰囲気は急速に正常化した。

　５年前から同中で勤務する長谷川明宏教諭（５６）は、「以前は問題を起こす生徒だけでなく、一般の生徒とも心が通じず、指導に限界を感じていた。今はやりがいがある」とほほ笑む。

　荒れている学校では、次から次へと問題が発生し、いじめ対応は不十分になりがちだ。一方、「生徒を警察に売った」と批判されることを恐れ、校内の問題を警察に報告することをためらう校長は多い。

　だが、富岡栄校長（５８）は、篠原さんを通じて警察との連携を進めるうちに、こう思うようになった。「警察も教育機関の一つ。公権力を持つ警察は、学校ができない部分を補完できる。その結果、校内の雰囲気が安定すれば、最大のいじめ予防となる」

　警察と学校の二人三脚が、問題行動の大きな歯止めとなっている。（木村達矢、写真も）

◇

　生徒指導担当嘱託員　教員以外の人に生徒指導や相談を委託する群馬県教委の制度で、高崎市内には元警察官３人を含む６人が活動している。深刻ないじめが発生した学校に元警察官らを派遣する制度は、茨城県で今月開設した「いじめ解消サポートセンター」でも採用されている。文部科学省も９月に発表したいじめ新施策の中で、学校と警察との連携強化を挙げている。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20121026-OYT8T00339.htm
＊Web　RONZA SYNODOS JOURNAL（シノドス・ジャーナル）

・「ストップいじめ！ナビ」――いじめから抜け出すための具体策　荻上チキ（10月9日）





子供のためのいじめ対策サイト「ストップいじめ！ナビ」（http://stopijime.jp）が8日、開設した。弁護士やジャーナリストなど様々な分野の専門家が集まり、いじめ問題に取り組もうと「ストップいじめプロジェクトチーム」を発足。サイトを通して、子供たちが自らいじめから抜け出す方法を見つけ出せるように様々な情報を提示する。さらに今後、学校、保護者、行政、メディア等がいじめ問題を解決するための方法論を共有していくプラットフォームとして、コンテンツの拡充を目指していく。

■いじめられている子供の目線にたって
「ストップいじめプロジェクトチーム」代表の荻上チキです。この数ヶ月の間、全国の様々な地域におけるいじめ事例が立て続けにメディアで報じられ、社会問題として広く共有されてきました。しかし、いじめを解決するための具体的な対策を提示する報道が、個人的な反省も込めて、少なかったと思います。

今回の報道により、いじめの「認知件数」そのものは増加するでしょう。しかし、そうした数字にばかり目を奪われてはいけません。いじめが一定の割合で存在する以上、早期介入による解決事例を増やすことで、いじめ・嫌がらせの被害を最小化することが必要となります。

その介入方法も様々な選択肢があり、本人のニーズなどにあわせて、そのレパートリーを組み合わせていく必要があります。しかし、特定の悲惨ないじめ事例が話題になれば、他のすべてのいじめも、すべてが類似のものだと想定するかのような議論がまかり通ってしまいます。事件として報道されるようなケースとはまた異なり、現実的には「警察が逮捕しろ！」で済まされる事例ばかりではないため、一部の例を全体化した議論は、むしろ弊害を招く可能性もあります。

「ストップいじめプロジェクトチーム」は、一連の報道が始まった7月より、いじめ問題を解決するための方法を提示するためのプラットフォームを作るべく、準備を進めてきました。そして10月8日に、「ストップいじめ！ナビ」を立ち上げました。

このサイトは、いじめに関する様々なデータや事例集を掲載していくと同時に、関連相談機関へのアクセスを促すナビゲーションが搭載されています。チームはこうした活動を基点とし、行政機関や教育団体に呼びかけ、現場と連携しながら方法論の共有を行なっていきます。

日本におけるいじめ研究は、まだまだ発達途上です。いじめが社会問題として取り上げられはじめてから30～40年ほど経ちましたが、知見は未だに不足しています。ただ、一方で、おそらく世間の多くの人が思っているよりも、いじめについてわかっていることは、たくさんあります。

既に多くの先行研究が存在し、統計的な事実の把握や、いじめ行為の理論化など、少しずつではあるものの、光が当たる部分は増えてきています。また、現場でもすでに様々な方法論が取り入れられています。いじめ報道が繰り返されると、なんとなく「現場は何もやっていない」というイメージが一人歩きしがちですが、厳密にいえば、「やっているケースが知られる機会が少ない」というのが実態です。

現場の努力を広くシェアしていくのがメディアの役割です。ただし、マスメディアだけに頼るのではなく、ネット空間の改善も課題です。いじめ研究や蓄積や、相談機関の紹介、現場や行政の取り組みの紹介など、いじめ情報のハブとなるサイトは存在するのとしないのとでは、随分と風景も変わるものと思われます。

実際にいじめを受けている子供がSOSを出そうと思っても、相談できる友人や大人が周りにいないケースがたくさんあります。そうした子供たちの目線にたってこのプロジェクトは進めていきます。

チームメンバーは弁護士やジャーナリストなどが離合集散し、それぞれの知見を合わせ、何ができるかを吟味し続けています。「初期のチームメンバー」という形では、教育現場の人はまだ含まれていませんが、アドバイザリー的にコミットしてくださっている方はいますし、いくつかの自治体とも意見交換を進めてきました。これからも、広く連携を呼びかけていきます。

いじめ議論といえば、「いじめをなくそう、ゼロにしよう」といった議論がよくされます。しかし、そうした発想では、「いじめなんてなくならないよ」という逆の諦念をすぐひきつけたり、「これが足りない、あれが足りない」と、個別の小さな処方箋への評価を過小に見積もってしまう可能性があります。

現在は、既存のリソースさえフル活用されていない状況があります。わかっている限りの統計的事実、例えばどういう時期・どういう場所でいじめが発生しがちであるか、男女差はどのようなものかといったことさえ、知識としてまだまだ共有されていません。もちろん中には、ちょっと使えなさそうないじめ談義やメソッドも多いのですが、そうした議論を「仕分け」することも重要です。

短期的には、まずはリソースを再確認し、そのうえで「実現可能で・有効な施策」について共有していく必要があります。中期的には、様々な試みや調査を踏まえた上で、新しい処方箋を出していくことをやっていきます。そして長期的には、学校制度のあり方の検討やシステムの見直しなどを含め、具体的な政策提言に結びつけていく必要もあるでしょう。

「えいやー！」と、「大きな、夢の様な、それでいて実現しなさそうな提案」ばかり叫ぶのではない、一歩ずつ、様々な手段を進めていくことが大事です。

■７つの緊急プロジェクト
プロジェクトチームでは、10月8日にまず、7つの緊急プロジェクトを公開しました。

（１）子ども向け“いじめ対策ポータルサイト”「ストップいじめ！ナビ」
まずはウェブサイトを構築し、そこにいじめ対策の情報を発信していきます。いじめから脱出するには、教師や保護者に相談する他、専門機関に電話やメールで相談したり、いじめられたことを記録したり、他の人たちの経験を参考にしたり、いざとなれば弁護士や警察に相談することも必要です。

これを一つやれば正解、効果があるというものはありません。どの方法論にも限界があり、ミックスしながら被害者ごとのニーズに対応していく必要があります。いじめ支援の議論で頻繁に言われる、「これだけじゃだめだよ」「こういう子はいいけど、こういう子は救われないでしょ」というのは、100%正しい。そのことをわかった上で、「では、他にどうしていくか」を議論していくことが大事です。

子供の置かれた状況で対処法は変わってきますので、豊富なメニューをナビゲートしていきます。最初のフェイズでは、以下（2）～（7）の6つのプロジェクトとしてまとめました。

「ストップいじめ！ナビ」http://stopijime.jp
（２）「いじめ相談検索ページ」　
全国にはたくさんの相談窓口がありますが、その中からどれが自分に適切なのかを見極めるのは困難です。そこで「ストップいじめ！ナビ」では、相談窓口情報をまとめ、「電話で相談できるもの」「メールで相談できるもの」「保護者向けの相談」など、それぞれのニーズに応じた簡易検索機能を取り入れました。

NPO法人ライフリンクの「いのちと暮らしの相談ナビ」(http://lifelink-db.org)を応用し、近くの地域にあるかどうか、面談は可能かどうか、土日もやっているかどうかなどの、詳細検索も可能になっています。ページトップには、3つの番号を選んで掲載。チャイルドライン（http://www.childline.or.jp/supporter/index.html）などとも連携しています。

（３）「いじめFAQ」
いじめに関する考え方や対策のポイントをQ&Aとしてまとめて解説していきます。初期段階では、基礎的な考え方の紹介に留まっていますが、今後は、海外や日本におけるいじめ研究の統計調査などに基づき、いじめの起きやすいスポットや男女差など、基本的なデータを紹介していきます。

また、各学校がメソッドとして磨き上げている方法論なども紹介してきます。いじめ対策の方法論は、意外と多くあります。さらに、いじめをめぐる裁判や刑事事件の判例集も載せていきます。

（４）「あしたニコニコメモ」（いじめ&いやがらせ対策メモ）
いじめというのは、大人たちや周囲に見つからないように、バレにくい形で行われがちです。また、いじめを問い詰めても、加害者はその事実を認めず、むしろ被害者のせいだと非難してくることもしばしばです。

どんないじめ・いやがらせにあったのかを記録しておけば、それは重要な証拠になります。記録をつけることは、自分の気持ちを客観的に見つめ、記憶を整理するためにも役立ちます。

もちろん、弁護士チームとも議論をしましたが、セクハラやパワハラにあっている大人でさえ、訴えでよう、証拠をとろう、と思える人ばかりではありません。自分の内面を打ち明けにくい子どもいますし、自分があっている被害をうまく言語化できない子どももいます。

だからこそ、大人がこのノートを一緒につけることで、いじめを解決するためのプランを共有し、「苦悩フェイズ」から「解決フェイズ」に早期に移行させることも重要となります。だからこのツールは、当事者向けでもあると同時に、サポーター向けの提案でもあります。「一緒に証拠を取る」ことの大事さが、いまより共有されることが必要です。
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（５）保護者向け「家庭におけるいじめ発見チェックシート」
子供が記録するのも重要ですが、保護者が日々の生活の中で、自分の子供のいじめについて気にかけることも大事です。そこで、保護者向けのチェックシートを準備しました。チェックシートというメソッドは様々なところで既に取り入れられていますので、今回は既存の取り組みの中でも、特に頻出しがちな項目をピックアップ整理したものになります。

これは、「いくつ以上満たされるといじめられている可能性がある」というものではなく、親が子供の様子に注意するためのきっかけづくりのアイテムです。学校によっては、保護者と連携して掘り起こすためのツールとして活用してい事例もありますが、今後は学校向けの、調査アンケートの事例なども紹介できればと考えています。
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（６）学校向けに「いのちの生徒手帳プロジェクト」シール案
さきほど紹介した「いじめ相談検索ページ」では、600件近いいじめ相談対応機関のデータが登録されています。それほどまで、相談対応ができる機関の数は増えています。

相談窓口の連絡先を知らせる方法論の一つに、カードの配布という手段があります。名刺サイズのカードに、メッセージと電話番号などを記載し、学校などに配布するというものです。省庁や行政などが行なっているケースも多いのですが、そうしたカードはかなりの割合で、直接、生徒に配られることなく、眠っていたりもしています。

例えばそれは、職員室の前に置いておき、必要な人は手にとってくださいという形などでもあります。あるいはポスターという形で、必要な人はそこに電話をかけるようにと書かれているケースもあります。

これはこれで意義はあることです。ただ、かつての僕がそうだったのですが、いじめにあっている子供が、周りの目を気にしながらそれをポケットにしまうということ自体が、難しいケースも考えられます。

そこで、「あらかじめ、全員に、アクセス先を共有しておく」という方法論が必要だと考え、其の手段の一つとして、生徒手帳の活用を提案しました。いじめにあったときの簡潔な対処法とともに、生徒手帳に相談先を明記しておくものです。

文科省の調査によれば、いじめの認知件数が最も高くなるのは中学1年生ですが、多くの中学生が携帯している生徒手帳に「命綱」を準備しておこうというものです。もちろん、生徒手帳がない学校や、小学生向けには、別のアプローチが必要です。

いまは10月ですから、生徒手帳の刷りなおしは難しい。学校単位ではなかなか動きにくいという現場もあるかもしれない。そこで、PDFをダウンロードし、シール紙にプリントアウトすれば、すぐに貼れるというシートをサンプルで用意しました。いじめへのアラートを鳴らしながらの配布行為そのものが「いじめに対してしっかりアプローチします」という教師のアクションにもなりえるものです。

サンプルの文言を、そのまま採用して頂く必要はありません。相談機関の連絡先などは、地元の学校にあわせた連絡先に書き換えることも重要です。いまより、対応を一つ増やすための選択肢として、「命の生徒手帳プロジェクト」を提案するという形です。
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（７）メディア向け「いじめ報道ガイドライン」　
最後は、メディアの報道提言です。これまでのいじめ報道の中には、自殺に関するものもありました。しかし、WHOの「自殺報道ガイドライン」を、守れていない報道も見受けられました。例えば、自殺をセンセーショナルに報じない、自殺に変わる手段があることを必ず報告するなどの注意点です。

そこで、私たちはそのガイドラインに代わる、いじめバージョンを作り、議論をよびかけることにしました。いじめ報道をする際には、事件報道として「これだけひどいケースがありました」と取り上げて済ませるのではなく、支援機関などの連絡先を明記すること、解決事例も紹介してほしいこと、自殺や復讐など極端な手段を美化しないことなどを求めています。

これは、メディア批判ではなく、さらなる前進をするための問いかけです。「こうしろ」というマニュアルではなく、各社ごとのガイドラインを作成したりするなどして、いまよりバージョンアップしてくれませんかという提案です。メディアの影響力をよりいい方向に生かすために、論点を共有し、各企業で話し合いをするきかっけにして頂きたいと思います。

さて、7つのプロジェクトを紹介してきましたが、これは7月よりスタートしたチームの会議の中で出たアイデアのうち、「早期（二学期中）に実現できるもの」をまとめて公開したもので、プロジェクトはまだまだ多くの実践を行なっていかなくてはなりません。ここに列挙したものだけでは不十分であることを、私たちは痛いほど認識しております。「こういうことも必要では」という前向きな提案は、どんどん届けて欲しいと思います。

（構成 / 編集部・宮崎直子）

「ストップいじめ！ナビ」はこちらから→http://stopijime.jp
▼プロジェクトチームメンバー（１０／２現在・１３名・５０音順）
井桁大介（弁護士・あさひ法律事務所）／江川紹子（ジャーナリスト）／大寶健悟（メディアプロデューサ・社団法人日本フリーランス協会事務局長）／太田久美（認定ＮＰＯ法人チャイルドライン支援センター代表理事）／岡村雅子（クリエーター・電通）／荻上チキ（評論家・シノドス編集者）／河崎健一郎（弁護士・東京駿河台法律事務所）／北爪愛子（大学生・ＮＰＯ法人ライフリンク学生インターン）／小島秀一（弁護士）／清水康之（ＮＰＯ法人自殺対策支援センターライフリンク代表）／張替惠子（公益財団法人東京子ども図書館常務理事）／水上貴央（弁護士）／吉田真理（東京子ども図書館
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